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　固定資産税の土地・家屋は３年ごとに評価額の見直しを行っています。評価替えにあたり、

固定資産税（土地・家屋）の評価のしくみなどについて紹介します。

平成 年年度度はは 評価替え評価替え のの年年ですです

 評
価
の
し
く
み

　　
固
定
資
産
税
は
、
国
で
定
め
た
固
定
資

産
評
価
基
準
に
基
づ
き
、
そ
の
年
の
１
月

１
日（
賦
課
期
日
）現
在
の
状
況
に
よ
り
評

価
し
ま
す
。

●
土
地
の
評
価
方
法

　
町
内
を
宅
地
、
田
、
畑
、
山
林
な
ど
の
地

目
ご
と
に
一
定
の
区
域
に
区
分
し
、
そ
の

地
域
ご
と
に
標
準
地（
広
さ
や
形
状
な
ど
が

標
準
的
な
土
地
）を
選
定
し
ま
す
。

　
こ
の
標
準
地
の
価
格
を
も
と
に
土
地
を

評
価
し
ま
す
。

◎
宅
地
の
評
価
方
法

　
標
準
地
を
不
動
産
鑑
定
に
よ
り
評
価
し
、

そ
の
価
格
を
も
と
に
評
価
し
ま
す
。

①
市
街
地
宅
地
評
価
法
区
域

　
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
内
は
、

市
街
地
宅
地
評
価
法
で
評
価
し
ま
す
。

※
市
街
地
宅
地
評
価
法

　
路
線
価
方
式
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　
街
路
ご
と
に
、
そ
の
街
路
に
沿
接
す
る

　
標
準
的
な
宅
地
の
鑑
定
評
価
額
な
ど
を

　
用
い
て
算
出
す
る
 １
㎡

当
た
り
の
価
格

　
を
表
す
路
線
価
を
付
設
し
ま
す
。
こ
の

　
路
線
価
に
基
づ
い
て
評
価
基
準
に
定
め

　
ら
れ
て
い
る
画
地
計
算
法
を
適
用
し
、

　
各
筆
の
評
点
数
を
求
め
て
評
価
す
る
方

　
法
で
す
。

②
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法
区
域

　
①
の
区
域
以
外
の
区
域
は
、
そ
の
他
の

　
宅
地
評
価
法
で
評
価
し
ま
す
。

　
　

　　

※
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法

　
宅
地
が
沿
接
す
る
道
路
の
状
況
、
公
共

　
施
設
と
の
距
離
、家
屋
の
疎
密
度
、宅
地

　
の
利
用
状
況
な
ど
が
お
お
む
ね
類
似
し

　
て
い
る
と
思
わ
れ
る
地
区
ご
と
に
区
分

　
し
、
こ
れ
ら
の
地
区
ご
と
に
選
定
し
た

　
標
準
的
な
宅
地
の
鑑
定
評
価
額
な
ど
に

　
基
づ
い
て
、
評
価
基
準
に
定
め
ら
れ
て

　
い
る
画
地
計
算
法
を
適
用
し
、各
筆
の

　
評
点
数
を
求
め
て
評
価
す
る
方
法
で
す
。

 　

 固
定
資
産
税
評
価
替
え
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
    ■
 住
民
課
税
務
係
　
内
線
２
６
２
・
２
６
３

町政の動き

①市街地宅地評価法

　（路線価）該当区域

②その他の宅地

　評価法該当区域

　（①以外）

甘楽町

０
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平平成成　  年度は評価替えの年です
　
地
方
税
法
に
基
づ
き
自
己
の
土
地

や
家
屋
の
評
価
が
適
正
か
ど
う
か
判

断
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
土
地

価
格
等
縦
覧
帳
簿
と
家
屋
価
格
縦
覧

帳
簿
が
縦
覧
で
き
ま
す
。

餐
縦
覧
期
間

　
４
月
２
日（
月
）～
５
月
　
日（
木
）

３１

　
　
※
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

　
午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時

３０

　
　
※
水
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

餐
縦
覧
場
所
　

　
住
民
課

餐
縦
覧
で
き
る
内
容

　
縦
覧
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

　
価
格
な
ど

　（
所
有
者
や
課
税
標
準
額
な
ど
は

　
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
）

餐
縦
覧
で
き
る
人

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者
と

　
そ
の
代
理
人
（
委
任
状
持
参
者
）

餐
納
税
者
な
ど
で
あ
る
こ
と
の
本
人

　
確
認

　

固
定
資
産
価
格
の

　
縦
覧
が
で
き
ま
す

お知らせ

 ３年 ごとに評価替え

評
価
額
＝

　
再
建
築
価
格
×
経
年
減
点
補
正
率

３３

運
転
免
許
証
、納
税
通
知
書
、

健
 康
保
険
証

な
ど
が
必
要

に
な
り
ま
す

◎
農
地
・
山
林
な
ど
の
評
価
方
法

　
売
買
実
例
価
額
な
ど
に
よ
り
標
準
地
の

価
格
を
求
め
、
そ
の
価
格
を
も
と
に
評
価

し
ま
す
。

●
家
屋
の
評
価
方
法

　
国
で
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基

づ
き
、
屋
根
・
基
礎
・
外
壁
・
柱
・
内
壁
・
天

井
・
床
な
ど
に
分
け
て
、
各
仕
上
げ
ご
と
に

点
数
を
設
け
、
再
建
築
価
格
を
計
算
し
ま

す
。
こ
の
再
建
築
価
格
に
経
年
減
点
補
正

率
を
乗
じ
た
も
の
が
評
価
額
と
な
り
ま
す
。

 課
税
の
し
く
み

　　
固
定
資
産
は
、
評
価
額
を
も
と
に
税
額

が
決
定
し
ま
す
。

　※
課
税
標
準
額
と
は
、
税
額
を
算
出
す
る
基

　
礎
と
な
る
価
格
の
こ
と
で
す
。
家
屋
の
場

　
合
は
、
原
則
と
し
て
評
価
額
が
そ
の
ま
ま

　
課
税
標
準
額
と
な
り
ま
す
。

※
再
建
築
価
格
と
は
、
評
価
の
対
象
と
な
っ

　
た
家
屋
と
同
一
の
も
の
を
、
評
価
の
時

　
点
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
新
築
す
る

　
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建

　
築
費
で
す
。

※
経
年
減
点
補
正
率
と
は
、
家
屋
建
築
後

　
の
年
数
の
経
過
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
耗

　
の
状
況
に
よ
る
減
価
な
ど
を
表
し
た
も

　
の
で
す
。

３年間の資産価値

の変動を価格に反

映させます

税
　
額
＝

　
課
税
標
準
額
×
税
率
（
１
．４
％
）

００
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町政の動き

 　

 介
護
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
   

■
 に
こ
に
こ
甘
楽
緯（
６
７
）７
６
５
５
　

 　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
健
康
課
介
護
保
険
係
　
内
線
６
２
１
・
６
２
２

 
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ

んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
み
ん

なななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな
でででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで

支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支
えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ

るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
え
る

介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介

護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護

保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保

介
護
保

険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険

楽
し
い
語
ら
い
　
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

ボランティアが作る見守りを兼ねた給食

 　
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
基

本
理
念
に
、
次
の
事
業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

①
介
護
予
防
の
推

 ①
介
護
予
防
の
推
進進

　
高
齢
者
の
自
立
支
援
や
要
介
護
度
の
重
度
化
防
止
を

推
進
し
ま
す
。

 ②
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
強

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
強
化化

　
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど
の
自
立
支
援
の
た
め
に
多

様
な
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

 ③
認
知
症
施
策
の
推

認
知
症
施
策
の
推
進進

　
早
期
発
見
・
早
期
診
断
の
し
く
み
や
認
知
症
の
人
・

家
族
を
支
え
る
体
制
を
築
き
ま
す
。

 ④
医
療
・
介
護
の
連
携
の
推

医
療
・
介
護
の
連
携
の
推
進進

　
医
療
と
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る

た
め
に
関
係
機
関
と
連
携
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
制
度
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、

介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
が
送
れ
る
よ

う
に
社
会
全
体
で
支
え
て
い
こ
う
と
い
う
し
く
み
で
す
。

町
の
介
護
保
険
事
業
計
画

　
介
護
保
険
事
業
は
、
制
度
が
始
ま
っ
た
平
成
　
年
か
ら
３
年
ご
と

１２

に
事
業
計
画
を
定
め
、
そ
の
計
画
に
基
づ
い
て
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
回
策
定
さ
れ
た
事
業
計
画
は
、
町
の
　
年
度
か
ら
３
年
間
の

３０

介
護
保
険
計
画
を
定
め
た
も
の
で
す
。

※
介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
な

ど
の
各
種
講
座
は
お
し
ら
せ
版
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 介護予防サポーターフォローアップ研修
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保険料（年額）課税状況など段　　階

　２７,５４０円
生活保護を受けている人、本人および世帯全員が住民税非課税で、

本人の合計所得と課税年金収入額の合計が８０万円以下の人
第１段階

　４５,９００円
世帯全員が住民税非課税者で、本人の年金収入などが８０万円超１２０

万円以下の人
第２段階

　４５,９００円世帯全員が住民税非課税者で、本人の年金収入などが１２０万円超の人第３段階

　５５,０００円 
本人が住民税非課税者で、ほかの世帯員に住民税課税者がいる場合

で、本人の年金収入などが８０万円以下の人
第４段階

　６１,２００円 （基準額）
本人が住民税非課税者で、ほかの世帯員に住民税課税者がいる場合

で本人の年金収入などが８０万円超の人
第５段階

　７３,４００円本人が住民税課税者で、本人の合計所得が１２０万円未満の人第６段階

　７９,５００円
本人が住民税課税者で、本人の合計所得が１２０万円以上２００万円未満

の人
第７段階

　９１,８００円
本人が住民税課税者で、本人の合計所得が２００万円以上３００万円未満

の人
第８段階

 １０４,０００円本人が住民税課税者で、本人の合計所得が３００万円以上の人第９段階

第1号被保険者(６５歳以上)の介護保険料

介護サービス費用の実績から、今後の費用を予測し、３０年度から３年間の介

護保険料を次のとおり決定しました。対象者には、７月中に詳細をお送りいた

します。

表の第１段階の人については、保険料の一部を国・県・町が負担する軽減措

置を実施します。消費税の１０％引き上げに伴い、住民税非課税世帯の人（第２・

第３段階）に、対象を拡大して軽減を実施する計画が延期となっています。

（注）前年度の所得をもとに算定します。

　　また、年度途中でも所得の更正などにより、保険料が増減することがあります。

音楽に合わせて体操を　２２区おたっしゃ会

　
高
齢
者
の
悩
み
や
相
談
、
気
軽

に
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
地

域
を
支
え
ま
す
。


